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令和３年度包括外部監査結果報告への対応【主な事項】 

 

  

テーマ：債権(県税に係るものを除く)の管理に関する財務事務の執行について 
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【様式２】 
 令和３年度包括外部監査結果報告（意見）への対応 
 監査のテーマ 

債権（県税に係るものを除く。）の管理に関する財務事務の執行について 

担当部・課 

企業局業務課 

１ 意見の概要 
   外部監査人作成の監査結果 
   報告書の概要 

２ 短期・ 
 中長期の 
 区分 

３ 意見についての整理検討内容 
   〇意見に係る事実関係等 
   〇問題点の整理等 

４ 意見への対応 

Ⅳ 監査の結果（個別） 
第８ 企業局 
２ 業務課 
7-1-2 工業用水道事業会計未収金（損

失補償金） 
 
 所管課は、相手方代理人(弁護士)から

のＡの未納金に対する免除依頼を２

度拒絶しており、令和３年８月 17 日

に水戸地方裁判所に訴状を提出し現

在係属中であるが、最終納入日から

訴状の提出までの期間が１年以上経

過しており、速やかに法的措置へ移

行するべきであった。 
 

 
 
 
 
 

短期 
 
 
 
 
 
 
 

中長期 

 
○意見に係る事実関係等 
・Ａは損失補償金について滞納（当初 8,011,150 円）

し、分割納付承認後、令和２年３月２日の納付を

最後に、再び滞納となっている。 

（未納額 3,211,150 円） 
・Ａに納入を求める依頼文書を令和３年１月 12 日

に送付したが、Ａから未納金について免除を求め

る旨の回答が２度提出されている。 

（令和３年１月 28 日及び令和３年２月 24 日） 
 
○問題点の整理等 
・当該債権は消滅時効が２年と解されるため、消滅

時効の満了日は令和４年３月２日である。 
・消滅時効前に提訴したものの、提訴前よりＡから

は未納金を支払う旨の意思表示がない状態が続

いていたことに鑑みれば、Ａからの支払免除の求

めを県が拒絶した段階で、速やかに法的措置へ移

行すべきであった。 
 

 
 

今後、同様の案件が発生した場合、県の債

権管理マニュアル等に基づき、速やかに法的

措置の対応を行うこととする。 
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【様式２】 
 令和３年度包括外部監査結果報告（意見）への対応 
 監査のテーマ 

債権（県税に係るものを除く。）の管理に関する財務事務の執行について 

担当部・課 

企業局業務課 

１ 意見の概要 
   外部監査人作成の監査結果 
   報告書の概要 

２ 短期・ 
 中長期の 
 区分 

３ 意見についての整理検討内容 
   〇意見に係る事実関係等 
   〇問題点の整理等 

４ 意見への対応 

Ⅳ 監査の結果（個別） 
第８ 企業局 
２ 業務課 
7-1-3 工業用水道事業会計未収金（工

業用水道契約解除に係る清算金） 
 
 「工業用水道需給契約水量の変更に

関する事務処理基準」では、清算金

の分割納付をするためには、①正当

な事由があること、②納入されるこ

とが確実であることの条件を満た

し、利息を付して分割納入を認める

としている。したがって、今後、分

割納入を認める際には、「納入され

ることが確実である」であるか否か

につき慎重に判断すべきである。 
 

 
 
 
 
 

短期 
 
 
 
 
 
 
 

中長期 

 
○意見に係る事実関係等 
・清算金の納入方法については、一括納入が原則で

あるが、地方自治法施行令の規定により、分割納

入することができることとなっている。 
・本件では、債務者の経営上一括納入が困難であっ

たため、契約を解除したうえで、清算金に利息を

付して分割納入させることとした。 

・元金のうち約７割を回収したものの、分割納入中

に債務者が会社法に基づき解散したため回収不

能となった。 

 
○問題点の整理等 
・結果的に７割以上回収しており、包括外部監査結

果報告書においても、「分割納入を認める判断が

完全に誤っているとは言えない」とされてはいる

ものの、より確実に回収するためには、分割納入

についてより慎重に判断することが望ましい。 

 
 

今後、同様の案件が発生した場合、原則と

して一括納入を債務者に求めることとする。 
なお、本件と同様に、債務者の経営状況が

困難であることにより、一括納入が難しく分

割納入を認める場合は、決算書類等を取得し、

納入されることが確実であるかどうか慎重に

判断していく。 
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 企業局資料 No.１－２  

 

令和４年第２回定例会 土木企業立地推進委員会資料 

 

令和３年度包括外部監査結果報告への対応【総括】 

 

  

テーマ：債権(県税に係るものを除く)の管理に関する財務事務の執行について 

 

 

令和４年６月１５日 

企 業 局 
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企業局

指摘 意見 短期 中長期

0 2 2 0

第８　企業局
２　業務課

7-1-2　工業用水道事業会計未収金（損失補償金）

155

【意　見】
所管課は、相手方代理人(弁護士)からのＡの未納金に対する免除依頼

を２度拒絶しており、令和３年８月17日に水戸地方裁判所に訴状を提出
し現在係属中であるが、最終納入日から訴状の提出までの期間が１年以
上経過しており、速やかに法的措置へ移行するべきであった。

○ ○

 今後、同様の案件が発生した場合、県の債権管理マニュアル等に基づ
き、速やかに法的措置の対応を行うこととする。

企業局業務課 440

7-1-3　工業用水道事業会計未収金（工業用水道契約解除に係る清算金）

156

【意　見】
「工業用水道需給契約水量の変更に関する事務処理基準」では、清算

金の分割納付をするためには、①正当な事由があること、②納入される
ことが確実であることの条件を満たし、利息を付して分割納入を認める
としている。したがって、今後、分割納入を認める際には、「納入され
ることが確実である」であるか否かにつき慎重に判断すべきである。

○ ○

 今後、同様の案件が発生した場合、原則として一括納入を債務者に求め
ることとする。
 なお、本件と同様に、債務者の経営状況が困難であることにより、一括
納入が難しく分割納入を認める場合は、決算書類等を取得し、納入され
ることが確実であるかどうか慎重に判断していく。

企業局業務課 445

0 2 2 0

令和３年度包括外部監査結果等への対応について（総括表）

指摘・意見の内容

監査結果 対応措置等

指摘・意見に基づく措置等 担当課所
報告書

の
ページ
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 企業局資料 No.２  

 

令和４年第２回定例会 土木企業立地推進委員会資料 

 

改 革 工 程 表 

 

 

   ○会  計 

  ・水道事業会計 ・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

  ・工業用水道事業会計 ・・・・・・・・・・・・ ３ 

  ・地域振興事業会計 ・・・・・・・・・・・・・ ４ 

 

 

令和４年６月１５日 

企 業 局 
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改革工程表２ (年度別計画） 会計名：水道事業 所管部局･課名：企業局業務課

    　　　 取り組むべき項目 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度

１　累積欠損金の早期解消
　　○県南西広域水道(旧県西広域水道) ※平成19年度に累積

欠損金の解消

　　○県中央広域水道 ※平成22年度に累積
欠損金の解消

　　 ○県南西広域水道(旧県西広域水道)

　　 ・水資源機構割賦負担金の繰上償還 ※繰上償還
　　４，１４９百万円実施

(平成19～29年度）

　　 ○県中央広域水道
     ・企業債繰上償還 ※繰上償還

　１１，３２５百万円実
(平成18～25年度）

　　[利息軽減額
　　　　3,327百万円]

 

３　水道加入促進事業による水道普及率の向上

　　 ○新規加入件数 5,400件 6,000件 9,500件 9,500件 9,000件 9,000件 9,000件

［5,383件］ ［8,986件］ ［8,460件］ ［8,681件］ ［9,217件］

※平成22年度から実施
35,859件

（平成22～28年度）

※注　　　　　　　　　　　　は改革期間及び推進事項を表示　　　　[　　]は目標達成状況を表示

２　個別事業の経営改善

　　[利息軽減額
　　　　　858百万円]
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改革工程表２ (年度別計画）

　　    取り組むべき項目 ～平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

１　個別事業の累積欠損金の早期解消

　・県南西工水（旧県南工水）の累積欠損金 ※　平成20年度に累積欠損金解消

２　県南西工水の経営改善

　・水資源機構割賦負担金の繰上償還 ※　繰上償還　5，955百万円実施

　・企業債繰上償還（旧県南工水） ※　繰上償還　2,738百万円実施

 
（平成18年度）

【利息軽減額371百万円】

　・補償金免除繰上償還 ※　繰上償還　3,849百万円実施

　

　・契約水量の増

１，０００㎥/日 ８００㎥/日 ２，６００㎥/日 １，０００㎥/日 １，０００㎥/日 １，０００㎥/日 １，０００㎥/日

 

[８８０㎥/日] [８５０㎥/日] [２，７３０㎥/日] [１，０６５㎥/日] [０㎥/日]

２，３６３㎥/日
（平成27～28年度）

※注　　　　　　  は改革期間及び推進事項を表示　　　　[　　]は目標達成状況を表示

（平成18年度～20年度、28年度）
【利息軽減額1,368百万円】

（平成19年度～平成25年度）
【利息軽減額712百万円】

会計名：工業用水道事業 所管部局・課名：企業局業務課

※現在も給水相談を継続中の
　事案あり。
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改革工程表２ (年度別計画）

    　　　 取り組むべき項目

１　格納庫の利用促進

　　　【区画数：全５区画】

［実績］ ［実績］ ［実績］ ［実績］ ［実績］

 

 ［実績］ ［実績］ ［実績］ ［実績］ ［実績］ ［実績］

※注　　　　　　　　　　　　は改革期間及び推進事項を表示　　　　[　　]は目標達成状況を表示

所管部局・課名：企業局総務課企画経営室

令和２年度

［全区画に航空事業者が入居］

令和３年度平成２９年度平成２７～２８年度

［航空事業者等訪問　延べ10件］

平成３０年度

［H27:入居者募集案内送付　70件］

［H28:航空事業者等訪問　1件］

［第２格納庫Ｂ区画の一部を、緊急
　用備蓄資材倉庫として賃貸（付帯
　事業）］

　（２）情勢変化（ヘリコプター機
　　　減少）への対応

［第２格納庫Ｂ区画の一部を、緊急
　用備蓄資材倉庫として賃貸（付帯
　事業）］

［第２格納庫Ｂ区画の一部を、緊急
　用備蓄資材倉庫として賃貸（付帯
　事業）］

［H28:入居者募集案内送付　66件］　

　（１）格納庫新規入居者の
　　　確保

会計名：地域振興事業

［航空事業者等訪問　延べ10件］［航空事業者等訪問　延べ10件］
※航空事業者に対し長期契約締結を
　働きかけ

※航空事業者に対し長期契約締結を
　働きかけ

令和元年度

［令和３年10月に民間事業者と
　建物等売買契約を締結］
 ※格納庫事業は令和４年３月31日
 　をもって終了

※航空事業者に対し長期契約締結を
　働きかけ

［つくばヘリポート及び格納庫を
　有効に活用する方法について
　検討］

［第２格納庫Ｂ区画の一部を、緊急
　用備蓄資材倉庫として賃貸（付帯
　事業）］

企業訪問やダイレクトメールの送付などにより、空き区画への新規入居を目指す

多様な賃貸方法の実施、他用途利用の調査及び検討を行う

・令和２年度までに、全５区画
に航空事業者が入居済み。

・つくばヘリポートの持つ機能
を最大限に活用するため、
令和３年度中の民間事業者
への売却を目指す。
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改革工程表２ (年度別計画）

    　　　 取り組むべき項目

１　企業誘致の推進

　①阿見東部工業団地

 　　 　 　

 ［実績］ 　 ［実績］ 　

 

　②江戸崎工業団地

［実績］ ［実績］ ［実績］

［分譲：14.4ha］ ［分譲：7.4ha］ ［分譲：7.6ha］

　 　

２　新たな工業団地の造成・分譲

　①圏央道インターパークつくばみらい

［実績］ ［実績］ 　 ［実績］ 　 ［実績］

［分譲：　］ ［分譲：　］ ［分譲：　］ ［分譲：　］

　②坂東山地区

［実績］ 　 ［実績］ 　 ［実績］

［分譲：　］ ［分譲：　］ ［分譲：　］

３　財政の健全化

 

 

 　 　

 ［実績］ 　 ［実績］ 　 ［実績］

［Ｈ２１：１，２８９百万円］ ［Ｈ２７：　　２７９百万円］ ［Ｒ８　：　　　　　百万円］

［Ｈ２２：１，４５６百万円］ ［Ｈ２８：４，０１５百万円］ ［Ｒ９　：　　　　　百万円］

［Ｈ２３：    ９１０百万円］ ［Ｈ２９：１，０５１百万円］ ［Ｒ１０：　　　　　百万円］

 ［Ｈ２４：  　７９５百万円］ ［Ｈ３０：　　　　０百万円］ ［Ｒ１１：　　　　　百万円］

［Ｈ２５：１，２３７百万円］ ［Ｒ１　：　　　　０百万円］

［Ｈ２６：１，２１０百万円］ ［Ｒ２　：　　　　０百万円］

※注　　　　　　　　は改革期間及び推進事項を表示　　　　[　　]は目標達成状況を表示

所管部局・課名：企業局総務課企画経営室

令和３年度 令和４年度 令和６年度 令和７年度～令和１１年度令和５年度平成２１年度～平成２６年度

［分譲：18.1ha、リース：0ha、
　計　：18.1ha］

平成２７年度～令和２年度

［分譲：11.5ha、リース：0ha、
　計　：11.5ha］

会計名：地域振興事業

企業訪問、ダイレクトメールの実施、広告等によるＰＲ、

工業団地説明会等への参加、PR動画の配信等

分譲：29.6ha

企業債の計画的な償還

６，８９７百万円

・江戸崎工業団地の未造成地の造
成・分譲に取り組む。

分譲：21.8ha

３７，３１９百万円

・平成29年度までに全区画におい
て企業立地済み（分譲13社：42.5ha、
リース５社：4.8ha）

・平成29年度までに造成した画地
については分譲済み
（分譲７社：21.8ha）
・未造成の第５区画（7.6ha）につい
て、令和３年度に分譲し、令和５年
度までに造成・引渡しを行う。

造成・引渡し

・令和６年度までに造成工事の完
了を目指す。
・令和10年度までに分譲完了を目
指す。（分譲予定面積：約59ha）

用地取得・設計・造成

５，３４５百万円

分譲：7.6ha

・令和５年度までに造成工事の完
了を目指す。
・令和９年度までに分譲完了を目指
す。（分譲予定面積：約60ha）

用地取得・設計・造成

分譲（約59ha）

分譲（約60ha）

・立地推進部と連携し、新たな工業
団地の造成・分譲に取り組む。
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 企業局資料 No.３  

 

 

 

令和４年第２回定例会 

土木企業立地推進委員会資料 

 

 

 

１ 企業局が所管する取水堰の点検について     … ２ 

 

２ 企業局ＤＸ推進計画の進捗状況について     … ３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年６月１５日 

企 業 局 
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                                 企業局施設課  

項 目 企業局が所管する取水堰の点検について 

 

5 月 17 日未明に愛知県豊田市「明治用水頭首工」で発生した、工業用水取水施設に係る大

規模漏水事故を踏まえ、企業局所管の類似施設（取水堰）について 5月 18 日に緊急点検を実

施した結果、異常のないことが確認できた。 

今後は、秋以降（非出水期）に詳細点検を実施し、維持管理を強化していく。 

 

１ 企業局における緊急点検の実施状況 

 (1) 対象施設：涸沼川取水堰（笠間市平町） 

 

 

 

 

 

 

(2) 点検方法（点検日：5 月 18 日） 

  ①ゲートを転倒させ、堰上流側の水を抜き川底等を目視点検 

②ゲートを起立させ、貯水しながら異常の有無等について目視点検 

(3) 点検結果：ゲートの異常や漏水等は確認されなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

          

２ 企業局の取水施設 

・取水堰 １箇所：涸沼川 

・取水塔 ５箇所：霞ヶ浦、北浦（２箇所）、 

鰐川、小貝川 

・取水口 ６箇所：利根川（２箇所）、鬼怒川、 

小貝川、那珂川（２箇所） 

 

参考：愛知県の事故の状況 

5 月 15 日 明治用水頭首工で漏水を確認。 

5 月 16 日 漏水箇所と推定される地点に砕石を 

投入し閉塞を試みたが解消せず。 

5 月 17 日 漏水範囲が拡大し、上水、工業用水 

及び農業用水の取水量が大幅に減少。 

※明治用水頭首工では、一級河川矢作川から 

上水・工水・農水を取水している。 
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取 水 事 業 県中央広域水道用水供給事業（笠間給水系） 

取 水 量 0.3m3/s 

 

涸沼川取水堰 全景 

漏水のイメージ 

点検時の様子 

取水塔 
取水口 

- 2 -



                                 企業局施設課 

項 目 企業局ＤＸ推進計画の進捗状況について 

１ 浄水場の遠隔監視システム構築 

 近年頻発する大規模自然災害や新型コロナウイルスの蔓延により、非常事態の発生リ

スクが大幅に増加するなかで、ベテラン職員の退職を補うためにも浄水場の運転監視員

を外部から支援する必要性が高まっている。 

浄水場のオペレーションを担う「中央監視設備」のセキュリティを確保しつつ、外部

から支援するために必要な「中央監視画面」をクラウド経由で閲覧可能とするシステム

の導入を令和３年度に水戸浄水場で試行し、全浄水場に導入可能であることを確認し

た。汎用のサービスと機器を組み合わせたシステムを独自開発することで、従前のシス

テム構成と比較して非常に安価なシステムを構築中である。 

【令和４年度の取組み】 

・９月末までに機器を設置し、全浄水場 11 箇所において運用開始する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【期待される効果】 

・災害発生時の状況把握を迅速化 

・熟練した運転監視員が新型コロナウイルスに罹患した場合等の遠隔サポート 

・浄水場外作業（機器操作や送水管の切替作業等）時の浄水場運転状態の視認化 

・事故発生時の運転状態を録画し、事後の検証作業や技術研修へ応用 

 

２ ＶＲ浄水場のホームページ掲載及び３次元ＣＡＤモデルの活用 

多数の視察・見学申し込みが想定される霞ヶ浦浄水場について、ＶＲ技術を用いた施

設紹介動画（「ＶＲ浄水場」）を作成し、企業局ホームページ上で公開しているほか、

効率的な維持管理等のため「３次元ＣＡＤモデル」（オゾン＋促進酸化処理施設の３次

元モデル）を作成した。 

 【令和４年度の取組み】 

・新型コロナの影響で中止している浄水場見学の代替としてＨＰ掲載動画を活用する。 

・オゾン施設等の不具合時に複雑な内部構造を確認した上で対策を講じるなど維持管理

に活用できる３次元ＣＡＤモデルを、若年層への技術継承にも役立てていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 3 -



- 4 -



- 5 -


